
公営塾運営業務委託公募型プロポーザル方式実施要項 

 

１ 実施業務の目的 

  本業務は、都市部との学習機会の提供の格差是正を図るとともに、学校の授業を中

心とした内容について、児童生徒の学習サポートを目的とする。また、市内高校の魅

力化サポートの一環とする。 

 

２ 実施業務の概要 

（１）名称 

    公営塾運営業務 

 （２）実施場所 

    公営塾運営業務仕様書のとおり 

（３）内容 

    公営塾運営業務仕様書のとおり 

（４）履行期間 

    委託契約締結の日から令和７年３月 28日まで 

（５）予算上限額 

    総額 9,365千円（消費税及び地方消費税を含む） 

 （６）留意事項 

    本業務は令和６年度遠野市一般会計予算成立を前提として「公営塾運営業務」

の委託先を公募型プロポーザルにより募集する。そのため、令和６年度遠野市一

般会計予算の成立を前提としているものであり、令和６年３月遠野市議会定例会

において令和６年度遠野市一般会計予算の承認が得られない場合は、本業務の中

止又は業務内容及び予算上限額を変更する場合がある。 

 

３ 公募型プロポーザル方式を採用する理由 

  本業務は市内小学校・中学校・高校の児童生徒の希望者に対し、英語や数学等を講

義するものである。公営塾を運営するノウハウが必要な業務であり、講義においては、

専門的な知識や知見が必要となるため、遠野市プロポーザル方式等実施取扱要綱第３

条第１項に規定する専門的な技術を求められる業務であって、価格のみの競争になじ

まない業務に該当する。 

よって、広く提案者を募り、事業の目的達成のために効果的・効率的な実施内容を

選択することができる公募型プロポーザル方式を採用する。 

 

４ スケジュール 

期日 項目 備考 

令和６年３月１日（金） 募集要項の公告  

令和６年３月１日（金） 

～令和６年３月22日（金） 
募集要項の配布及び閲覧期間 

 



令和６年３月１日（金） 

～令和６年３月22日（金） 
参加表明の申込受付期間 

持参又は郵送（期限当日

必着） 

令和６年３月 25日（月） 参加表明者の参加資格審査  

令和６年４月８日（月） 選定委員会による提案者決定 提案者決定 

令和６年４月 11日（木） 提案書提出依頼通知 電子メールにより通知 

令和６年４月 16日（火） 質疑受付期限 電子メールにより受付 

令和６年４月 22日（月） 質疑への最終回答 市ホームページに掲載 

令和６年４月 12日（金） 

～令和６年４月26日（金） 
提案書の提出受付期間 

持参又は郵送（期限当日

必着） 

令和６年５月８日（水） 提案説明（プレゼンテーション） 

委員会による契約予定者の選定 

 

令和６年５月 20日（月） 選定委員会による契約予定者の

決定 

 

令和６年５月 22日（水） 審査結果通知 電子メールにより通知 

 契約内容の詳細協議  

令和６年５月下旬頃 業務委託契約締結  

 

５ 参加資格 

  本公募型プロポーザルに参加できる者は次に掲げる要件をすべて満たしている者

とする。 

（１） 参加資格の要件 

ア 日本国内に本社、支社、営業所又はこれらに類する事業拠点を有し、本業務

の実施について必要に応じて本市に訪問可能なこと。 

イ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令 16 号)第 167 条の４第１項及び第２項の

規定に該当しない者であること。 

ウ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定による更生手続き開

始の申立てがある者、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定

による再生手続き開始の申立てがある者その他経営状況が著しく不健全であ

ると認められる者でないこと。 

エ 直近の市区町村及び都道府県、国が賦課徴収すべき税、法人税又は申告所

得税、消費税及び地方消費税を滞納している者でないこと。 

オ 事業者の代表者、役員（執行役員を含む。）又は支店若しくは営業所を代表

する者等、その経営に関与する者が、遠野市暴力団排除条例（平成 24年遠野

市条例第 29号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第３号に規定する暴力

団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。 

カ 参加資格確認申請書類の提出の日から契約予定者を選定するまでの期に、

遠野市から遠野市市営建設工事に係る指名停止等措置要領（平成 21年３月 17

日遠野市告示第 33号）第３条第１号に規定する指名停止措置を受けている者

でないこと。 



 

６ 募集要項の周知 

（１）募集要項配布及び閲覧期間 

    令和６年３月１日（金）から令和６年３月 22日（金）まで 

（２）配布及び閲覧方法 

    遠野市公式ホームページに掲載する。 

 

７ 説明会 

  開催しない 

 

８ 参加表明 

  プロポーザルに参加しようとする者が提出する書類は、次のとおりとする。 

 なお、遠野市の物品及び業務委託等入札資格参加者名簿に登録のあるものは、（２）

の書類の提出は不要とする。 

（１）参加表明書（様式第１号） １部 

（２）提案資格を有していることを証明する書類  各１部 

ア 法人登記簿の謄本（法人の場合のみ） 

イ 定款又は寄付行為等（法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類。） 

ウ 直近の市区町村及び都道府県、国が賦課徴収すべき税、法人税又は申告所得     

税、消費税及び地方消費税の滞納がないことの証明書（申込日前３か月以内に

発行されたものに限る。） 

エ 財務関係書類（貸借対照及び損益計算書）直近２か年分  各１部 

オ 印鑑証明書 

カ 暴力団、暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者に該当しないこと

の誓約書（様式第２号） 

（３）会社概要（様式第３号）  ７部 

（４）過去５年以内の業務実績（任意様式） ７部 

（５）提出方法 

持参又は郵送（配達記録、書留郵便）とする。 

持参の場合は、土日・祝日を除き午前８時 30分から午後５時 15分までとする。 

（６）提出期限 

令和６年３月 22日（金） 

（７）提案者の決定 

参加申込書の提出があった者について、公営塾運営業務公募型プロポーザル 

方式審査委員会設置要綱により設置された審査委員会（以下「審査委員会」とい

う。）」が参加資格の有無について審査及び選考を行い、遠野市市営建設工事等契

約予定者選定委員会において決定された提案者に対し、提案書の提出を求める。 

 

９ 質疑事項 

（１）プロポーザルに関する質疑がある場合は、質疑書（様式第４号）を令和６年４



月 16 日（火）までに市教育委員会あての電子メールに送信すること。なお、口

頭及び質疑書によらない質問は受付しない。 

（２）質疑に対する回答は、令和６年４月 22 日（月）までに遠野市ホームページに

掲載し、公表する。ただし、審査に影響しない軽微な質問や単なる事業概要に関

する質問等については、質問者のみに回答する。 

 

10 提案書の提出 

提案者として決定された者は以下の書類を提出する。 

（１）提案書（任意様式） ７部 

別紙「業務仕様書」に掲げる業務内容に関して、次のアからキまでに掲げる事 

項及び「13 審査項目」を満たす内容を記載する。 

提案書は、A4サイズとし表紙及び目次を除き 40頁（両面印刷で 20枚）以内 

とする。 

ア 会社の経営理念と業務概要について 

イ 公営塾の実績について 

ウ 業務の実施体制について 

エ 業務の実施方針について 

オ 業務の提案について 

カ 業務の計画について 

キ 再委託の有無 再委託がある場合は再委託を行う業務内容を記載すること。

（２）参考見積書（様式第５号） ７部 

実施に要する経費の内訳（項目、数量、単価、金額、税等）を業務内容毎に分 

けて記載すること。 

（３）提出する提案は各社１案までとする。提案書提出後の追加、修正を行うことは 

できない。 

（４）提出方法 

持参又は郵送（配達記録、書留郵便）とする。持参の場合は、土日・祝日を除 

き、午前８時 30分から午後５時 15分までとする。 

（５）提出期限 令和６年４月 26日（金）午後５時 15分 

 

11 提案説明（プレゼンテーション） 

（１）開催日 

令和６年５月８日（水） 

（２）会場及び時間 

提案書の提出を求める通知への記載により通知する。 

（３）その他 

ア 提案説明は、提案者からの提案書提出の受付順に行う。 

イ 提案説明の時間は 20分、質疑応答は 10分間とする。 

ウ 提案説明は説明者を入れて３名以内で行う。 

エ 提案書にない追加提案や追加資料の配布は認めない。 



オ 提案説明に必要なノートパソコン等は提案者が準備するものとし、プロ 

ジェクター(HDMIケーブル)及びスクリーンは遠野市が準備する。 

カ 遅刻又は欠席の場合は、参加を辞退したものとみなす。 

 

12 審査 

（１）審査方法 

   ア 審査委員会において提案説明を審査する。 

   イ 審査項目及び配点は「13 審査項目」のとおりとする。  

   ウ 参加した全ての提案者の提案説明終了後、評価点の集計結果により評価が高

い者を契約予定者として選考する。 

   エ 審査委員会で選考した契約予定者は、遠野市市営建設工事契約予定者選定委

員会において契約予定者として決定する。 

（２）審査結果 

   ア 審査結果は、参加した全ての提案者に対し文書により通知する。 

   イ 審査の経過に関する質問には一切回答しない。 

 

13 審査項目 

審査項目は、次のとおりとする。 

 

審査項目 審査内容 配点 

提案者の

会社概要 
会社概要 

会社の経営理念、業務概要が、本業務の目的

の達成に適しているか。 10 

実績 委託実績 
本業務と同様の業務の受託実績を有している

か。また、その内容はどうか。 
10 

実施体制 

専門的知識 
業務を遂行するための専門的知識、知見があ

るか。 
10 

業務実施体制 
業務の実施体制について、十分な人員、実施

体制、技術力を確保しているか。 
10 

実施方針 

取組方針 適正に業務を遂行できる取組方針があるか。 10 

講師の育成等 
講師の育成体制やサポートの体制はあるか。 

10 

塾生への指導方針 
塾生の進路希望に対応した指導、テキストの

工夫、塾生の安全管理方法があるか。 
10 

業務上特に配慮す

る事項 

業務内容、業務課題への対応 
10 



提案 学力向上 
児童生徒の学力向上に関して独自提案があり

その着実な向上が見込めるか。 
10 

計画 計画性 計画どおり進行できる妥当性はあるか 10 

合計 100 

 

14 契約 

（１）契約予定者を相手方として本市は事業内容を協議する。 

（２）契約予定者との事業内容の調整が不調となった場合又は契約予定者が地方自 

治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第１項若しくは第２項の規定

に該当することとなった場合は、その者との契約は行わない。この場合において、

次点の者と事業内容について協議を行うものとする。 

（３）協議の結果を基に、業務委託契約を行う。 

 

15 留意事項 

（１）提出書類の作成、提出、提案説明等に要する費用の一切は、提案者の負担とす

る。 

（２）提出書類は、審査に必要な範囲において無償で複製することができるものとし

提案者に返却しない。 

（３）審査委員会は、非公開とする。ただし、提出書類について遠野市情報公開条例

（平成 17 年遠野市条例第 20 号）第５条の規定による開示請求があったときは、

その内容の全部又は一部を公開する。 

（４）プロポーザルの参加辞退は、書面（任意様式）による申し出とする。 

 

16 提出先及び問い合わせ先 

遠野市教育委員会 未来づくりサポート室 

住所 〒028－0515 岩手県遠野市東舘町８番 12号 

  電話  0198－62－4412  

ＦＡＸ 0198－62－2789 

  メール kyomu@city.tono.iwate.jp 


